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(57)【要約】
【課題】路面の位置を検出する路面検出装置において、
路面の位置をより正確に推定できるようにする。
【解決手段】路面検出装置は、視差画像において、縦方
向の座標値を表す縦座標値に従って視差画像を複数に分
割し、該分割した領域内に含まれる複数の画素を視差の
大きさ毎に積算した値を積算値として、視差の大きさと
縦座標値と積算値とを対応付けた要素を、視差の大きさ
および縦座標値毎に集めた視差情報を取得し（Ｓ１４０
）、縦座標値毎に縦座標値の探索数を設定し、この際、
縦座標値が、距離が大きくなることを示すにつれて、縦
座標値の探索数を小さな値に設定する（Ｓ１５０）。そ
して、視差の大きさ毎に縦座標値の範囲を探索数に従っ
て設定し、縦座標値の範囲内の要素について、視差の大
きさおよび縦座標値によってコストが特定されるコスト
マップを生成し（Ｓ２１０）、コストマップに基づいて
路面視差を抽出する（Ｓ２２０、Ｓ２３０）。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像中の路面の位置を検出するように構成された路面検出装置（１）であって、
　画像を構成する各画素と視差の大きさとを対応付けた視差画像において、縦方向の座標
値を表す縦座標値に従って前記視差画像を複数に分割し、該分割した領域内に含まれる複
数の画素を視差の大きさ毎に積算した値を積算値として、前記視差の大きさと前記縦座標
値と前記積算値とを対応付けた要素を、前記視差の大きさおよび前記縦座標値毎に集めた
視差情報を取得するように構成された視差情報取得部（Ｓ１４０）と、
　前記縦座標値毎に縦座標値の探索数を設定し、この際、前記縦座標値が、距離が大きく
なることを示すにつれて、縦座標値の探索数を小さな値に設定するように構成された探索
数設定部（Ｓ１５０）と、
　前記視差の大きさ毎に前記縦座標値の範囲を前記探索数に従って設定し、前記視差の大
きさ毎に前記縦座標値の範囲内に含まれる複数の要素について、各要素に対応する積算値
に基づいてコストを対応付け、前記視差の大きさおよび前記縦座標値によって前記コスト
が特定されるコストマップを生成するように構成されたマップ生成部（Ｓ２１０）と、
　前記コストマップに基づいて前記縦座標値毎に路面の位置を示す視差の大きさを表す路
面視差を抽出するように構成された路面抽出部（Ｓ２２０、Ｓ２３０）と、
　を備えた路面検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の路面検出装置において、
　前記マップ生成部は、
　前記視差情報に含まれる予め設定された要素を基準要素とし、該基準要素の視差の大き
さが隣接する要素のうちの、該基準要素の縦座標値との差異が予め設定された値となる要
素を表す隣接要素を含み、かつ前記縦座標値の上限値および下限値が前記探索数にて規定
される範囲内にある複数の他の要素を表す他要素を抽出するように構成された他要素抽出
部（Ｓ３１０）と、
　前記基準要素についての積算値に基づいて前記コストを算出するように構成されたコス
ト算出部（Ｓ３２０）と、
　を備え、
　前記他要素のそれぞれを前記基準要素として、前記他要素抽出部および前記コスト算出
部としての作動を繰り返すことによって、前記コストマップを生成する
　ように構成された路面検出装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の路面検出装置において、
　前記マップ生成部は、
　前記他要素のうちの前記積算値が最大となる他要素を表す最大要素を抽出するように構
成された最大抽出部（Ｓ３３０）と、
　前記最大要素についての縦座標値を基準として、前記他要素のそれぞれが前記基準要素
となったときにおける前記縦座標値の上限値および下限値を設定するように構成された上
下限設定部（Ｓ３４０）と、
　をさらに備えた路面検出装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れか１項に記載の路面検出装置において、
　前記マップ生成部は、前記基準要素についての積算値と前記他要素の積算値とに基づい
て前記コストを得る
　ように構成された路面検出装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載の路面検出装置において、
　前記路面抽出部は、前記コストマップに対して動的計画法を用いて前記コストの和が最
大となる要素の組み合わせを選択することによって前記路面視差を抽出する
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　ように構成された路面検出装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の路面検出装置において、
　前記路面抽出部は、前記コストマップにて、予め設定された要素を始点として、視差の
大きさが順に小さくなり、かつ物体までの距離が徐々に大きくなるように前記縦方向の座
標値が変化する方向に沿って動的計画法を適用することによって前記路面視差を抽出する
　ように構成された路面検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、路面の位置を検出する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、Ｖ視差図を用いて撮像画像中の道路の位置を推定する技術が開示
されている。なお、Ｖ視差図では、縦軸に撮像画像の縦座標値を取り、横軸に視差の大き
さを取り、各座標に積算値が対応付けられている。
【０００３】
　ここで、積算値とは、撮像画像の縦座標値毎に複数の画素を視差の大きさ毎に積算した
値を示す。この構成では、撮像画像中に路面が多く含まれる場合、Ｖ視差図において積算
値のピークとなる位置を順に選択すると、縦座標値毎に路面の位置を示す路面視差が推定
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１４／００７１２４０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１の技術では、路面に車両等の物体が存在する場合等、撮
像画像中において路面が含まれる面積が狭くなると、積算値のピークの位置が物体の位置
等、路面の位置とは異なる位置になるため、路面の位置が正確に推定できないという問題
があった。
【０００６】
　そこでこのような問題点を鑑み、路面の位置を検出する路面検出装置において、路面の
位置をより正確に推定できるようにすることを本発明の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の路面検出装置において、視差情報取得部は、画像を構成する各画素と視差の大
きさとを対応付けた視差画像において、縦方向の座標値を表す縦座標値に従って視差画像
を複数に分割し、該分割した領域内に含まれる複数の画素を視差の大きさ毎に積算した値
を積算値として、視差の大きさと縦座標値と積算値とを対応付けた要素を、視差の大きさ
および縦座標値毎に集めた視差情報を取得する（Ｓ１４０）。また、探索数設定部は、縦
座標値毎に縦座標値の探索数を設定し、この際、前記縦座標値が、距離が大きくなること
を示すにつれて、縦座標値の探索数を小さな値に設定する（Ｓ１５０）。
【０００８】
　また、マップ生成部は、視差の大きさ毎に縦座標値の範囲を探索数に従って設定し、視
差の大きさ毎に縦座標値の範囲内に含まれる複数の要素について、各要素に対応する積算
値に基づいてコストを対応付け、視差の大きさおよび縦座標値によってコストが特定され
るコストマップを生成する（Ｓ２１０）。また、路面抽出部は、コストマップに基づいて
縦座標値毎に路面の位置を示す視差の大きさを表す路面視差を抽出する（Ｓ２２０、Ｓ２
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３０）。
【０００９】
　このような路面検出装置によれば、縦座標値が、距離が大きくなることを示すにつれて
値が小さくなるように縦座標値毎にコストマップを生成する際における縦座標値の探索数
を設定するので、コストマップの範囲内において路面の位置が抽出される。よって、路面
上に位置する立体物がコストマップから外れやすくすることができ、立体物の存在の影響
を受けにくくすることができるので、路面の位置の検出精度を向上させることができる。
【００１０】
　なお、この欄および特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述
する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲
を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】路面検出装置の構成を示すブロック図である。
【図２】処理部が実行する物体認識処理のフローチャートである。
【図３】視差画像の一例を示す画像図である。
【図４】Ｖ視差図の作成方法を示す説明図である。
【図５】Ｖ視差図の一例を示す説明図である。
【図６】Ｖ視差図における積算値の分布を示すグラフである。
【図７】縦座標値の探索範囲の設定例を示す画像図である。
【図８】縦座標値の探索範囲の設定例を示す拡大画像図である。
【図９】Ｖ視差図における探索範囲の一例を示す画像図である。
【図１０】路面ピークコストマップ生成処理を示すフローチャートである。
【図１１】コストの設定手法を示す説明図である。
【図１２】コストの探索領域の遷移を示す説明図である。
【図１３】路面ピークコストマップの一例を示す画像図である。
【図１４】本処理による路面の位置の推定結果を示すグラフである。
【図１５】従来手法による路面の位置の推定結果を示すグラフである。
【図１６】本処理による路面および立体物の識別結果を示す画像図である。
【図１７】従来手法による路面および立体物の識別結果を示す画像図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の例示的な実施形態について図面を参照しながら説明する。
　［１．第１実施形態］
　［１－１．構成］
　本発明が適用された路面検出装置１は、複数の撮像画像の視差を検出することによって
撮像画像中の各点、すなわち目標となる物体を表す物標までの距離、特に路面を示す位置
を検出する装置である。詳細には、路面検出装置１は、乗用車等の車両に搭載されており
、図１に示すように、処理部１０と、２つの撮像部２１，２２と、車両制御部３０とを備
えている。なお、撮像部は２つに限られることなく、３以上設けられていてもよい。
【００１３】
　撮像部２１，２２は、それぞれ車両の進行方向が撮像範囲内となる周知のカメラとして
構成されている。撮像部２１，２２は、中心軸が平行かつ水平方向に所定の距離だけ離れ
て配置されたカメラ群を表すステレオカメラを構成している。これらの撮像部２１，２２
は、予め決まった時間で周期的に同時に撮像を行うよう設定されている。
【００１４】
　処理部１０は、ＣＰＵ１１と、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の半導体メモリ（
以下、メモリ１２）と、を有する周知のマイクロコンピュータを中心に構成される。処理
部１０の各種機能は、ＣＰＵ１１が非遷移的実体的記録媒体に格納されたプログラムを実
行することにより実現される。この例では、メモリ１２が、プログラムを格納した非遷移
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的実体的記録媒体に該当する。なお、非遷移的実体的記録媒体とは、記録媒体のうちの電
波を除くものである。
【００１５】
　また、このプログラムの実行により、プログラムに対応する方法が実行される。なお、
処理部１０を構成するマイクロコンピュータの数は１つでも複数でもよい。処理部１０は
、ＣＰＵ１１がプログラムを実行することで実現される機能の構成として、距離演算機能
を備える。距離演算機能は、後述する距離演算処理が実施されることによって実現される
。処理部１０において各種機能を実現する手法はソフトウェアに限るものではなく、その
一部または全部の要素を、論理回路やアナログ回路等を組み合わせたハードウェアを用い
て実現してもよい。
【００１６】
　車両制御部３０は、処理部１０による処理結果を利用して車両を制御する処理を行う。
例えば、車両制御部３０は、撮像部２１，２２による撮像範囲内の各点（各画素）におけ
る距離の情報を処理部１０から取得し、この距離の情報に基づいて物標位置および相対速
度を認識する。そして、物標が走行に支障を来す虞がある場合、走行軌道を変更する車両
制御を行う。
【００１７】
　［１－２．処理］
　このように構成された路面検出装置１において、処理部１０、すなわちＣＰＵ１１は、
図２以下に示す距離演算処理を実施する。距離演算処理は、撮像画像中の各点までの距離
を演算する処理である。距離演算処理は、例えば路面検出装置１の電源が投入されると開
始され、その後、一定周期毎に繰り返し実施される。
【００１８】
　この処理では、まず、Ｓ１１０にて、撮像部２１，２２によって撮像された撮像画像を
取得する。この処理によって同期した一組の撮像画像が得られる。
　続いて、Ｓ１２０にて、撮像された画像を平行化する。ここで、画像の平行化とは、撮
像画像のレンズによる画像の歪みや姿勢のずれを補正する処理等を示す。
【００１９】
　続いて、Ｓ１３０にて、視差画像を生成し、この視差画像を取得する。ここで、視差画
像を生成するには、周知の処理を利用することができる。例えば、特開２０１５－１１４
２６９号公報に開示された動的計画法を用いた処理や、基準画像を構成する画素の輝度や
色度に類似する画素を比較画像から抽出する処理等を採用することができる。なお、基準
画像とは複数の画像のうちの１つの画像であり、例えば撮像部２１による撮像画像を表す
。また、比較画像とは、複数の画像のうちの基準画像を除く画像であり、例えば撮像部２
２による撮像画像を表す。
【００２０】
　この処理において得られる視差画像は、例えば、図３に示すような画像となる。この視
差画像では、基準画像における各画素と視差の大きさとがそれぞれ対応付けられている。
図３に示す例では、視差の大きさが大きくなるにつれて画素の輝度が高くなるよう表示し
ている。視差画像において視差の大きさは、その画素が示す物体までの距離を示している
。
【００２１】
　続いて、Ｓ１４０にて、Ｖ視差図を生成する。Ｖ視差図とは、撮像画像を構成する各画
素と視差の大きさとを対応付けた視差画像において、視差の大きさと縦座標値と積算値と
を対応付けた要素を、縦座標値を縦軸に、視差の大きさを横軸に取った図を示す。なお、
本実施形態では、コンピュータによる処理の内容を理解しやすくするために、Ｖ視差図と
して表記するが、Ｖ視差図という形態でなくても、それぞれの要素を、視差の大きさおよ
び縦座標値毎に集めた視差情報が得られるようにしていればよい。また、縦座標値とは、
撮像画像や視差画像における鉛直方向の座標値を示す。
【００２２】
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　Ｖ視差図を求めるにあたっては、以下の手順を採用する。まず、図４に示すように、視
差画像の縦座標値毎に、視差の分布をヒストグラムにする。すなわち、Ｖ視差図を構成す
る複数の画素のうち、縦座標値が一致する複数の画素について、視差の大きさ毎に投票を
行うことによって、視差の大きさと、投票数との関係を示すヒストグラムを得る。なお、
投票数は前述の積算値として対応付けられる。
【００２３】
　ここで、道路を走行中の車両にて得られた視差画像において、路面を示す領域は画像横
方向において比較的大きな幅を占めるため、このヒストグラムにおいて、積算値が最大と
なる視差の大きさが、道路の位置を示している可能性が高い。ただし、遠方になるほど、
すなわち画像の鉛直方向上側に向かうほど、路面の領域は一般的に狭くなり、かつ他の物
体が混入しやすくなるため、遠方の路面の特定は難しくなってくる点に留意して、下記の
処理を行うことになる。
【００２４】
　本処理では、このようなヒストグラムを縦座標値毎に生成し、それぞれのヒストグラム
において縦座標値毎に視差の大きさと積算値とを抽出し、これらをグラフに表すことによ
って、例えば、図５に示すようなＶ視差図を得る。なお、図５に示すＶ視差図においては
、横軸に視差の大きさ、縦軸に縦座標値を取っている。そして、積算値の大きさが大きく
なるにつれて画素の輝度が高くなるよう表示している。また、縦座標値は画像の下側に向
かうにつれて大きくなるよう設定されている。
【００２５】
　なお、視差画像で道路が広く写っている領域において、ある縦座標値における視差の大
きさと積算値との関係をグラフ化すると、例えば、図６に示すようなグラフが得られる。
すなわち、道路の位置に対応する視差の大きさとなる部位で、積算値がピークとなること
が分かる。
【００２６】
　続いて、Ｓ１５０にて、縦座標値毎に縦座標値の探索数を設定し、この際、縦座標値が
、距離が大きくなることを示すにつれて、縦座標値の探索数を小さな値に設定する。この
処理では、図７に示すように、視差画像に道路を含む場合に、視差画像の下側に近づくに
つれて路面までの距離が近く、視差画像の中央付近に近づくにつれて路面までの距離が遠
くなる状況を想定している。
【００２７】
　このような視差画像においては、図７に示すように、視差画像の下側から予め設定され
た画素数までの範囲内においては、探索数を３０ピクセルに設定し、この範囲の上側の予
め設定された画素数までの範囲内においては探索数を２０ピクセルに設定する。
【００２８】
　さらに、視差画像の上側に向かうにつれて、探索数が１０ピクセル、５ピクセルという
ように値が小さくなるように設定する。なお、ここでの縦座標値の探索数は、次に述べる
コストマップを生成する際に、ある画素を基準としたときのピーク要素の探索範囲を設定
する際に利用される。
【００２９】
　続いて、Ｓ２１０にて、路面ピークコストマップ生成処理を実施する。この処理は、路
面ピークコストマップを生成する処理である。路面ピークコストマップとは、視差の大き
さ毎に縦座標値の範囲を探索数に従って設定し、視差の大きさ毎に縦座標値の範囲内に含
まれる複数の要素について、各要素に対応する積算値に基づいてコストを対応付け、視差
の大きさおよび縦座標値によってコストが特定されるようにしたマップである。
【００３０】
　ここで、例えば、図８に示すような視差画像から道路の位置に対応する視差を求めた場
合、図９に示すように、視差が小さくなるにつれて、積算値のピークの位置、つまり、図
９の輝度が高い部位の縦座標値が小さくなり、かつ、視差の変化量に対する縦座標値の変
化量が、平面であるならば縦座標値に応じて線形に変化し、カメラの姿勢や振動、想定さ
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れる路面の勾配などからある範囲内に収まることが明らかになっている。特に、視差の変
化量に対する縦座標値の変化量は、縦座標値が小さくなるにつれて小さくなる。
【００３１】
　そこで、路面ピークコストマップ生成処理では、Ｖ視差図から積算値のピークの探索範
囲を適切に設定することによって、処理の効率化と高精度化とを実現する。
　路面ピークコストマップ生成処理では、図１０に示すように、まず、Ｓ３１０にて、他
要素を抽出する。他要素とは、視差情報に含まれる予め設定された要素を基準要素とし、
該基準要素の視差の大きさが隣接する要素のうちの、該基準要素の縦座標値との差異が予
め設定された値となる要素を表す隣接要素を含み、かつ縦座標値の上限値および下限値が
探索数にて規定される範囲内にある複数の要素を表す。
【００３２】
　具体的には、図１１に示すように、例えば、Ｖ視差図における右下の要素を基準要素と
し、この基準要素（i,j）に対して、（i-1,j-1）、(i-2,j-1)、…、（i-N,j-1）となる要
素を他要素とする。つまり、他要素は、基準要素に対して、視差の大きさが１画素分だけ
異なる要素の中から選択される。
【００３３】
　なお、iは縦座標値、jは視差の大きさを示す。また、Nは縦座標値の探索数を示す。続
いて、Ｓ３２０にて、基準要素における積算値をcost(i,j)として、基準要素についての
積算値と他要素の積算値とに基づいて基準要素におけるコストv-cost(i,j)を算出する。
【００３４】
　詳細には、図１２に示すように、他要素の積算値cost（i-1,j-1）、cost (i-2,j-1)、
…、cost（i-N,j-1）のうちの最大となる値を抽出し、この値を最大要素max-index(i,j)
としてメモリ１２に記録しておく。また、最大要素max-index(i,j)が示す要素の位置（i-
X,j-1）についてもメモリ１２に記録しておく。
【００３５】
　そして、この値と基準要素における積算値をcost(i,j)とを加算したものを基準要素に
おけるコストv-cost(i,j)とする。同様にして、要素（i-1,j）、(i-2,j)、…、（i-N,j）
を基準要素として、これらの要素におけるコストv-cost（i-1,j）、v-cost (i-2,j)、…
、v-cost（i-N,j）についても求める。
【００３６】
　続いて、Ｓ３３０にて、メモリ１２に記録された最新の最大要素max-index(i,j)および
この要素の位置（i-X,j-1）を読み出す。そして、Ｓ３４０にて、この要素の位置を新た
な基準要素（i,j）として、縦座標値の上限値および下限値を設定する。
【００３７】
　この処理では、図１１に示すように、新たな基準要素（i,j）に対して、（i,j）となる
要素の縦座標値が上限値となり、（i-N,j）となる要素の縦座標値が下限値となる。また
、（i-1,j-1）、(i-2,j-1)、…、（i-N,j-1）となる要素が新たな基準要素に対する他要
素となる。
【００３８】
　このようなＳ３１０～Ｓ３４０の処理を視差の大きさiを変更しつつ繰り返すと、図１
２に示すように、Ｖ視差図の右下から左上に向かって、順に視差の大きさを減少させなが
ら、徐々に縦座標値も減少させる探索範囲を設定することなる。
【００３９】
　このような処理によって、図１３に示すような路面ピークコストマップが得られる。路
面ピークコストマップは、縦座標値および視差の大きさと、コストv-cost(i,j)とが対応
付けられたマップであり、図１３では、コストの大きさが大きくなるにつれて輝度が低く
なるように表示している。
【００４０】
　続いて、図Ｓ２２０にて、縦座標毎に最も確からしいピーク値を探索する。ここでいう
ピーク値とは、縦座標値毎のコストv-cost(i,j)の最大値である。この処理では、コストv



(8) JP 2017-223578 A 2017.12.21

10

20

30

40

50

-cost(i,j)に対して、例えば、特開２０１５－１１４２６９号公報に開示された動的計画
法であるビタビアルゴリズムを適用することによって、コストの和が最大となる要素の組
み合わせを探索する。また、この処理においては、Ｖ視差図における右下隅の要素等、予
め設定された要素を始点として、視差の大きさが順に小さくなり、かつ物体までの距離が
徐々に大きくなるように縦方向の座標値が変化する方向に沿って動的計画法を適用する。
【００４１】
　ここで、この処理にて道路を示す要素を表示させたものの一例を図１４に示し、従来の
処理によって道路を示す要素を表示させたものの一例を図１５に示す。従来の処理による
ものでは、図１５の破線で囲った部位にて示すように、比較的遠距離において、立体物等
の影響を受け、路面を示す要素が波打っていることが分かる。一方、本処理によるもので
は、図１４の破線で囲った部位にて示すように、路面を示す要素が概ね直線的に表現され
、立体物等の影響を受けにくくなっていることが分かる。
【００４２】
　続いて、Ｓ２３０にて、路面の位置を表す視差を算出する。この処理では、路面を示す
要素に基づいて、路面の位置を示す視差の大きさを表す路面視差を抽出する。
　続いて、Ｓ２４０にて、視差画像中から路面および立体物を判定する。つまり、路面視
差に対応する位置を路面とし、この位置よりも上にある物体を立体物として認識する。
【００４３】
　ここで、本処理によると、図１６に示すように、路面の位置の推定精度が向上している
ため、立体物と路面とが良好に識別できていることが分かる。一方、従来の手法では、図
１７に示すように、路面でない立体物等の部位に路面と認識された部位が混在しているこ
とが分かる。よって、本処理によると、物体の識別精度を向上させることができることが
分かる。
【００４４】
　［１－３．効果］
　以上詳述した第１実施形態によれば、以下の効果が得られる。
　（１ａ）上記の路面検出装置１において処理部１０は、画像を構成する各画素と視差の
大きさとを対応付けた視差画像において、縦方向の座標値を表す縦座標値に従って視差画
像を複数に分割し、該分割した領域内に含まれる複数の画素を視差の大きさ毎に積算した
値を積算値として、視差の大きさと縦座標値と積算値とを対応付けた要素を、視差の大き
さおよび縦座標値毎に集めた視差情報を取得する。また、処理部１０は、縦座標値毎に縦
座標値の探索数を設定し、この際、縦座標値が、距離が大きくなることを示すにつれて、
縦座標値の探索数を小さな値に設定する。
【００４５】
　また、処理部１０は、視差の大きさ毎に縦座標値の範囲を探索数に従って設定し、視差
の大きさ毎に縦座標値の範囲内に含まれる複数の要素について、各要素に対応する積算値
に基づいてコストを対応付け、視差の大きさおよび縦座標値によってコストが特定される
コストマップを生成する。また、処理部１０は、コストマップに基づいて縦座標値毎に路
面の位置を示す視差の大きさを表す路面視差を抽出する。
【００４６】
　このような路面検出装置１によれば、縦座標値が、距離が大きくなることを示すにつれ
て値が小さくなるように縦座標値毎にコストマップを生成する際における縦座標値の探索
数を設定するので、コストマップの範囲内において路面の位置が抽出される。よって、路
面上に位置する立体物がコストマップから外れやすくすることができ、立体物の存在の影
響を受けにくくすることができるので、路面の位置の検出精度を向上させることができる
。
【００４７】
　（１ｂ）上記の路面検出装置１において処理部１０は、視差情報に含まれる予め設定さ
れた要素を基準要素とし、該基準要素の視差の大きさが隣接する要素のうちの、該基準要
素の縦座標値との差異が予め設定された値となる要素を表す隣接要素を含み、かつ縦座標
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値の上限値および下限値が探索数にて規定される範囲内にある複数の他の要素を表す他要
素を抽出し、基準要素についての積算値に基づいてコストを算出する。そして、処理部１
０は、他要素のそれぞれを基準要素として、これらの処理を繰り返すことによって、コス
トマップを生成する。
【００４８】
　なお、「視差の大きさが隣接する要素」とは、視差の大きさが１画素分だけ異なる要素
を示す。このような路面検出装置１によれば、基準要素に隣接する他要素について順次コ
ストを求める構成とすることができる。
【００４９】
　（１ｃ）上記の路面検出装置１において処理部１０は、他要素のうちの積算値が最大と
なる他要素を表す最大要素を抽出し、最大要素についての縦座標値を基準として、他要素
のそれぞれが基準要素となったときにおける縦座標値の上限値および下限値を設定する。
【００５０】
　このような路面検出装置１によれば、積算値が最大となる最大要素を基準にコストを求
める範囲である縦座標値の上限値および下限値を設定するので、基準要素の視差の大きさ
が隣接する要素から最大要素を抽出しやすくすることができる。
【００５１】
　（１ｄ）上記の路面検出装置１において処理部１０は、基準要素についての積算値と他
要素の積算値とに基づいてコストを得る。
　このような路面検出装置１によれば、基準要素のコストを得るにあたり、他要素も考慮
するので、基準要素のみからコストを得る構成と比較して、ノイズ耐性を向上させること
ができる。
【００５２】
　（１ｅ）上記の路面検出装置１において処理部１０は、コストマップに対して動的計画
法を用いてコストの和が最大となる要素の組み合わせを選択することによって路面視差を
抽出する。
【００５３】
　このような路面検出装置１によれば、動的計画法を用いるので、部分的にコストに誤り
があったとしても、全体としては影響を受けにくくすることができる。よって、ノイズの
影響を受けにくくすることができる。
【００５４】
　（１ｆ）上記の路面検出装置１において処理部１０は、コストマップにて、予め設定さ
れた要素を始点として、視差の大きさが順に小さくなり、かつ物体までの距離が徐々に大
きくなるように縦方向の座標値が変化する方向に沿って動的計画法を適用することによっ
て路面視差を抽出する。
【００５５】
　このような路面検出装置１によれば、物体が存在しにくく一般的に高精度である近距離
に位置する点を始点として、そこから路面の判定が難しくなる遠方に向けて動的計画法を
適用するので、より高精度に路面の位置を検出することができる。
【００５６】
　［２．他の実施形態］
　以上、本発明を実施するための形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限
定されることなく、種々変形して実施することができる。
【００５７】
　（２ａ）上記実施形態では、他要素のコストを利用するが、これに限定されるものでは
ない。例えば、基準要素の積算値をそのまま利用するなど、基準要素のみから算出しても
よい。
【００５８】
　（２ｂ）上記実施形態では、Ｖ視差図を用いてコストマップを求めたが、視差の大きさ
と縦座標値と積算値とを対応付けた要素を、視差の大きさおよび縦座標値毎に集めた視差
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【００５９】
　（２ｃ）上記実施形態では、コストマップに対してビタビアルゴリズムを適用すること
によって路面視差を抽出したが、その他の動的計画法、或いは、コストマップのピークと
なる要素を最小二乗法やスムージング等の周知の手法で接続する等によって、路面視差を
抽出してもよい。
【００６０】
　（２ｄ）上記実施形態における１つの構成要素が有する機能を複数の構成要素として分
散させたり、複数の構成要素が有する機能を１つの構成要素に統合させたりしてもよい。
また、上記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、上記実施形態の構成の少なく
とも一部を、他の上記実施形態の構成に対して付加または置換してもよい。なお、特許請
求の範囲に記載した文言のみによって特定される技術思想に含まれるあらゆる態様が本発
明の実施形態である。
【００６１】
　（２ｅ）上述した路面検出装置１の他、当該路面検出装置１を構成要素とするシステム
、当該路面検出装置１としてコンピュータを機能させるためのプログラム、このプログラ
ムを記録した半導体メモリ等の非遷移的実態的記録媒体、路面検出方法など、種々の形態
で本発明を実現することもできる。
【００６２】
　［３．実施形態の構成と本発明の構成との関係］
　上記実施形態において処理部１０が実行する処理のうちのＳ１４０の処理は本発明でい
う視差情報取得部の一例に相当し、Ｓ１５０の処理は本発明でいう探索数設定部の一例に
相当する。また、上記実施形態においてＳ２１０の処理は本発明でいうマップ生成部の一
例に相当し、Ｓ２２０、Ｓ２３０の処理は本発明でいう路面抽出部の一例に相当する。
【００６３】
　また、上記実施形態においてＳ３１０の処理は本発明でいう他要素抽出部の一例に相当
し、Ｓ３２０の処理は本発明でいうコスト算出部の一例に相当する。また、上記実施形態
においてＳ３３０の処理は本発明でいう最大抽出部の一例に相当し、Ｓ３４０の処理は本
発明でいう上下限設定部の一例に相当する。
【符号の説明】
【００６４】
　１…路面検出装置、１０…処理部、１１…ＣＰＵ、１２…メモリ、２１…撮像部、２２
…撮像部、３０…車両制御部。
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